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 Ｐ 

（修正後）
節項 修正後 修正前 修正理由

 伊勢市南海トラフ地震防災対策推進計画

 4 第１節　総則 ６　指定地方公共機関が行う業務 

⑤　一般社団法人三重県ＬＰガス協会 

６　指定地方公共機関が行う業務 

⑤　三重県ＬＰガス協会伊勢支部

文言の修正

 8 第３節 

津 波 か ら の 防

護、円滑な避難

の 確 保 及 び 迅

速な救助

２　津波に関する情報の伝達等 
①　関係者の役割分担、連絡体制 

２　津波に関する情報の伝達等 
①　関係者の役割分担、連絡体制 



【議案第２号】新旧対照表（南海トラフ地震防災対策推進計画）

2 

Ｐ

（修正後）
節項 修正後 修正前 修正理由

 12 第３節 

津 波 か ら の 防

護、円滑な避難

の 確 保 及 び 迅

速な救助

６上下水道、電気、ガス、通信、放送関係 

①　上水道 

上水道事業の管理者は、地震による施設故障や漏水に伴う断水を最小限にとどめるた

め、施設の耐震化及び耐水化、施設管理図書の整備、応急給水・応急復旧体制の整

備等を図り、かつ、漏水による浸水、水質汚染等の二次災害を防止するものとし、次の

対策を実施します。 

ア　施設の耐震化及び耐水化 

イ　施設管理図書の整備 

ウ　応急対策（給水体制・復旧）のための体制整備 

エ　非常時の協力体制の確立 

 

②　下水道 

災害時においても住民の安全で衛生的な生活環境を確保するため、下水道の機能を

最低限維持するとともに、施設の被害を最小限に抑え、早期の機能回復を図るため、

次の措置を講じます。 

ア　施設の耐震化 

イ　被災の可能性が高い地区の把握及び施設管理図書の整備 

ウ　下水管渠の機能確保及び仮設備の設置 

エ　非常時の協力体制の確立 

 

６上下水道、電気、ガス、通信、放送関係 

①　上水道 

上水道事業の管理者は、地震による施設故障や漏水に伴う断水を最小限にとど

めるため、施設の耐震性の強化、施設管理図書の整備、応急給水・応急復旧体

制の整備等を図り、かつ、漏水による浸水、水質汚染等の二次災害を防止するも

のとし、次の対策を実施します。 

ア　施設の耐震性の強化 

イ　管理図書の整備 

ウ　応急対策（給水体制・復旧）のための体制整備 

エ　非常時の協力体制の確立 

 

②　下水道 

災害時においても住民の安全で衛生的な生活環境を確保するため、下水道の機

能を最低限維持するとともに、施設の被害を最小限に抑え、早期の機能回復を

図るため、次の措置を講じます。 

ア　施設の耐震化及び耐水化 

イ　被災の可能性が高い地区の把握及び施設管理図書の整備 

ウ　下水管渠の機能確保及び仮設備の設置 

エ　非常時の協力体制の確立

文言の修正
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Ｐ

（修正後）
節項 修正後 修正前 修正理由

 15 第４節 

時間 差発 生時

における円滑な

避難の確保等

南海トラフ地震臨

時情報防災対応ガ

イドライン改訂
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Ｐ

（修正後）
節項 修正後 修正前 修正理由

 16 第４節 
時間差発生時

における円滑

な避難の確保

等

②南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）が発表された場合における災害応急

対策に係る措置 
南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）が発表された場合、市は以下のことを

実施します。 
ア　情報収集・連絡体制の整備 
イ　県及び防災関係機関との連絡体制の確保 
ウ　市民への広報 

　エ　公共施設等の緊急点検 
オ　大規模地震に備えた災害応急対策の点検 

　カ　災害対策本部の設置 
上記の対応を行うため、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）が発表された

場合は、情報収集等の警戒体制をとるため、災害対策本部配備基準に基づき、第

1 配備体制を取ります。

②南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）が発表された場合における災害

応急対策に係る措置 
南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）が発表された場合、市は以下のこ

とを実施します。 
ア　情報収集・連絡体制の整備 
イ　県及び防災関係機関との連絡体制の確保 
ウ　市民への広報 

　エ　公共施設等の緊急点検 
オ　大規模地震に備えた災害応急対策の点検 

上記の対応を行うため、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）が発表さ

れた場合は、情報収集等の警戒体制をとるため、災害対策本部配備基準に基

づき、第 1 配備体制を取ります。

業務の見直し

 16 第４節 
時間差発生時

における円滑

な避難の確保

等

南海トラフ地震臨

時情報防災対応ガ

イドライン改訂
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Ｐ

（修正後）
節項 修正後 修正前 修正理由

 17 第４節　時間

差発生時にお

ける円滑な避

難の確保等

⑥避難対策 

（１）後発地震に備えた事前避難 

　　 南海トラフ地震臨時情報が発表された場合において、後発地震に備え、

津波浸水想定区域内に居住する避難行動要支援者に対して、１週間避難を継

続するよう、別表１－２に従い高齢者等避難を発令します。 

　　対象となる避難行動要支援者は、大津波警報又は津波警報から津波注意報

に切り替わった後、市が発令する避難情報に従い、津波浸水想定区域外の親

戚・知人宅や避難生活施設（基本法第 49 条の７）等へ避難するものとしま

す。 

（２）避難所の運営 

　　津波浸水想定区域外の避難生活施設（基本法第 49 条の７）を開設し、市職

員を派遣して避難所運営を行います。開設する避難所は以下のとおり。

⑥避難対策 

（１）後発地震に備えた事前避難 

　　 南海トラフ地震臨時情報が発表された場合において、後発地震に備

え、津波浸水想定区域内に居住する避難行動要支援者に対して、１週間

避難を継続するよう、別表１－２に従い高齢者等避難を発令します。 

　　対象となる避難行動要支援者は、大津波警報又は津波警報から津波

注意報に切り替わった後、市が発令する避難情報に従い、津波浸水想定

区域外の親戚・知人宅や指定避難所等へ避難するものとします。 

 

（２）避難所の運営 

　　津波浸水想定区域外の避難生活施設を開設し、市職員を派遣して避難

所運営を行います。開設する避難所は以下のとおり。

文言の修正


